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日本薬剤師会

調剤をしていて疑問lこ思ったこと，医師または患者から質問され ζ困ったこと，医師に疑義照会した力、いまひとつ納得できな

いこと，ありませんか? 皆さんの疑問に各分野の専門家力、あ答えいたします。

ご質問をお寄せください 要項は66頁にあります。なお，回答は本誌に掲載することによってのみ行います 電品やFAXに

よる回答はご容赦ください また.特殊なケースの質問は採用されないこともありますので，ご了承くたさい

先日，学校でケガをしたという児童(患者)が処方

せんを持って来局した際に，保護者から「災害共

済給付金の申請に必要なので，書類に記入してほしいJ

との依頼があり，調剤報酬明細書を渡されました。学校

から，薬局で作成してもらうよう依頼があったそうです。

このような文書の作成については，手数料などの費用を

いただくことは可能なのでしょうか。 (匿名希望)

災害共済給付制度に係る文書(調剤報酬明細書)の

作成費については，薬局では無料としてください。

災害共済給付制度とは，学校・幼稚園・保育所のT12理

下における児童生徒等の災害(負傷，疾病，障害，死亡)

に対して，災害共済給付(医療費 ・障害見舞金・死亡見

舞金)を行うものです。災害の範聞や給付金績の具体的

内容については，独立行政法人日本スポーツ振興セン

ター法に基づき規定されており (表).①国， ②学校の設

置者， ③保護者 の三者で費用を負担するという仕組

みになっています(共済制度)。

表 災害共済給付について (概要)

災害の種類 災害の範囲

同制度のうち，保険薬局は医療費の給付という部分で

関わることになりますが，調剤l業務にあたっては通常の

保険調剤とまったく同じですので，健康保険法で規定さ

れている患者負担割合に基づいて一部負担金を窓口で徴

収するとともに，後日，調剤報酬明細書(調剤jレセプト)

を作成し審査支払機関を通じて保険請求します。

ただし保護者が災害共済給付を受ける際の手続とし

て，学校の設置者が日本スポーツ振興センターに対して

費用請求を行うために，保険薬局はその必要書類である

所定様式の調斉IJレセプト(学校の設置者が所持。学校側

から保護者に波されるそうです)に必要事項を記入のう

え，患者に交付する必要があります。 また，その際の文

書料については.1970年にH本薬剤師会と日本スポーツ

振興センターの前身で、ある日本学校安全会との間で，無

料とすることを取り決めています。

したがって，災害共済給付制度に係る文書料について

は，薬局では無料として取り扱ってください。

給付金

負傷
学校の管里H の事1:11によるもので.療養資5.000円 〈医療費〉
以tのもの 医療保険並の療養費の4割(1掬jは療養に伴い要

する費用としての加算分) 。 ただし両者H療後q~

学校の管理II下の事rllによるもので，療養費5.000円 の対象となる場合は. 自己負担縦に療養費 ()J
以上のもののうち.文部科学省令で定めるもの 額)の1割lを加算した額。入院時食事療養費の標

疾病 (学校給食等による qL~ . ガス等による中毒.然 準負担額がある場合はその額を加算。
ι1-'症?!弱水. 異物のl熊下， 告書士宇による皮膚炎，
外部衝撃て?による疾病.負傷による疾病)

傷害 省略 〈傷害見舞金〉 省略

死亡 省略 〈死亡見舞令〉 省出荷
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受け付けた処方せんについて疑義照会を行ったと

ころ，処方内容が一部変更となりましたが，その

処方せんを交付した保険医療機聞から「新しい処方せん

を発行するので，処方内容を変更する前の処方せんと差

し替えてほしい」との依頼がありました。疑義照会によ

り内容が変更となった処方せんと新しく交付された処方

せんを差し替えることは 何か問題があるのでしょうか。

(匿名希望)

法律上，差し替えを禁止している条文などは見あ

たらないようですが，薬剤師法や調剤報酬点数の

算定要件などと照らしあわせてみた場合に，いくつか問

題があるように思われます。

楽剤師法第26条および同法施行規則第 15条では，処

方せんへの記入に関する事項が規定されており，疑義照

会を行った場合にはその回答内符を，処方せんの記載内

容を変更して調剤した場合にはその変更内容を，薬剤師

が記入しなければなりません。したがって，保険医療機

関には，変更後の内容を記載した処方せんを新たに交付

してもらうことは不要です。

しかし保険医療機関によっては， I変更後の内容で

新たに処方せんを発行するので，変更前のものと差 し替

えてほしいJI変更前の処方せんを送り返してほしい」と

依頼されるケースが若干あると聞きます。 また，薬剤師

法を確認する限りでは，変更前後の処方せんの蒸し替え

を禁止する規定も特に見あたりません。

とはいえ.処方せんを差 し替えて，最初に交付された

変更前の処方せんを廃棄(もしくは，保険医療機関に返

却)してしまうと，法律で規定されている疑義照会に関

する記録がなくなってしまうだけでなく，調剤報酬で評

官lljされている点数(薬剤服用歴管理指導料の重複投薬・

相当;作用防止加算など)の算定根拠も残らなくなってし

まうなど，いくつかの間題があります。

したがって，保険医療機関から処方せんの差し替えに

ついて依頼された場合には，薬剤師法の規定に基づいて，

薬剤師が処方せんに記録を残すことになっている旨を説

明し，先方の理解を得ることなどが必要でしょう 。 もし

処方せんを差 し替えなければならないことになったとし

ても.変更前後の処方せんを一緒に保存するようにした

り，また，変更前の処方せんを保険医療機関に返却する

よう求められているのであれば その処方せんの写しを

取っておくことなども 1つの方法かもしれません。

質問の募集
調剤をしていて疑問に思ったこと，医師または患者に聞かれて困ったこと，医師に疑事室
照会して対応したがいまひとつ納得できないことなどはありませんか? 皆さんの疑
問に各分野の専門家がお答えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集」婆項
1 質問の範凶
①実際の処方せんの疑義解釈に関する質問
たとえば，処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている実例や疑
義照会の際に処方医の指示で納得できないでいる実例で，専門家
の意見が知りたい.という場合など。
②保険調剤 ・調剤報酬などに関する質問
たとえば，どのようなケースが調布l拒否に該当するのか? 翁求
もれがあった場合の対応は?という質問など。
③調弗j技術などに関する質問
たとえば.A散とB末を配合しでもよいか? また. c錠を粉砕

してよいか? という制剤技術上の質問など。
2. 質問は文舎で日本薬剤師会 『調剤と情報j係まで.ご連絡くだ

さい。

3.誌上では匿名の扱いをいたしますが，さらに詳しい内容をお聞
きしないと回答できないこともありますので，住所，氏名，電
話番号を必ず明記ください。

4. 質問の採奇ならびに回答者の選択は，編集委員会で決めさせて
いただきます。

5 質問ならびに回答は無料です。
6.質問が採用された方には， じほうから図書カードが贈呈され

ます。

ただし』本コーナーへの質問はあくまでも 『調剤と情報j誌への掲載を前提としておりますので，個人的・特殊な質問にはお答えできません。ご了承
ください。また，回答は本誌面によってのみ行います。電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。
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